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施工効率向上プロジェクト
■経緯

・平成２１年１１月
発注者の責務を果たすことで、品質の確保、建設生産システムの生産性向上を図る責務 果 す 、 質 、建設 産 産
ため「施工効率向上プロジェクト」を立ち上げ
同プロジェクトを推進するため、事業振興部長を委員長とする「施工効率向上プロジェ
クト推進会議」を設置
当初の取り組みとして 「出前講座」 「設計変更事例集（条件明示事例含む）」当初の取り組みとして、「出前講座」 「設計変更事例集（条件明示事例含む）」
「決裁の迅速化」 「円滑化確認会議」 「工事検査の立会」 「推進会議の設置」を実施

北海道建設業協会が行うアンケート等により、プロジェクトの効果を確認し、毎年内容の
見直しを実施見直しを実施

・平成２２年度
「工事円滑化会議」 「業務確認会議」を追加

・平成２３年度 重点項目
「工事円滑化会議」「設計変更確認会議」（円滑化確認会議を名称変更）
「情報共有システム（ＡＳＰ）」の試行工事を拡大「情報共有システム（ＡＳＰ）」の試行工事を拡大

・平成２４年度 重点項目
川上における「設計業務の品質確保」「条件明示の徹底」
工事中の「工事円滑化会議 設計変更確認会議の充実」「工事書類の簡素化」を推進工事中の「工事円滑化会議・設計変更確認会議の充実」「工事書類の簡素化」を推進
出前講座の実施
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アンケート結果および対応方針
■北海道建設業協会アンケート等の結果から課題を分析し、その対応方針を決定した。

○主な課題 ○対応方針○主な課題

・現場条件の明示が不十分

・工事書類が多種でかつ多量

・設計変更への対応が不十分

○対応方針

・条件明示の徹底

・工事書類の簡素化

・工事円滑化会議、設計変更確認会議の充実

主な意見

・発注前に水道、下水、権利関係者との事前打ち合わせを行い、早期に工事着手ができるよう願いたい。

・現地調査の結果 監督員も知らない未買収用地が判明した結果 その箇所が不施工対応となった。

設計変更 の対応が不十分 工事円滑化会議、設計変更確認会議の充実

現地調査の結果、監督員も知らない未買収用地が判明した結果、その箇所が不施工対応となった。

・受注時には、保安林解除が５月であったが、猛禽類対応のため、８月まで伐採が出来なかった。

・工事着手してからの変更が多く、段取り替え等で下請、資材業者の負担が増えた。

・監督員の対応が悪く、主任監督員まで伝わっていなかった。

・打合せで設計変更可能となっていたが、本部審査で認められず当初のままであった。

・工事円滑化会議を開催したが、用地処理が更に遅れ、工程の遅れが生じた。

・委託成果品の一層の精度向上をお願いしたい。

変更資料を何通りも作成させ 頭で終わるような資料作成を指示したりし 現場に負担がかか ている・変更資料を何通りも作成させ、口頭で終わるような資料作成を指示したりし、現場に負担がかかっている。

資料作成は、簡潔になるようお願いしたい。

・施工上必要な機械を使用したが、積算基準に無いとの理由で、設計変更してもらえなかった。

・設計変更の数量確定が工期末ギリギリのため 施工計画等の変更書類の修正作業が大変。設計変更の数量確定が工期末ギリギリのため、施工計画等の変更書類の修正作業が大変。

・時間がないとか、お金がないとかの理由で泣き寝入りになる。

・設計変更の妥当性についての資料作成が大変。
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施工効率向上プロジェクト２０１２
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・複数回、現地、工区等
で開催（技術調整会議）

・施工計画書の活用

・複数回、現地で開催
・総括監督員の同席

ワンデ レスポンス
・ASPの試行拡大

・条件明示の徹底

ト

・設計変更事例集（条件明示事例集も含む）
・各種ガイドラインの徹底

・施工計画書の活用

事検査技術
：重点取り組み事項

4出前講座の実施（適時）、相談窓口の設置（本局、開建）

・決裁の迅速化 ・工事検査技術マニュアル：従来からの取り組み



■目的

（１） 条件明示の徹底
■目的

発注時に、工事実施上、必要な現場条件等を受注者へ確実に明示することにより、
受注者が計画的に工事を実施する環境を整え、品質向上、手戻り防止を図る。

■実施時期 ：設計審査の各段階(本部、事務所等）で条件明示を確認

■対象 ： 全工事

■条件明示の確認事項

・公示用設計図書（公示用設計書、設計図、特記仕様書等）にて条件明示を確認

①工程関係（自然条件による施工時期、関係機関との協議状況、地下埋設物有無等）
②用地関係（用地取得状況、工事用借地の条件等）
③環境関係（公害防止による制約条件、濁水・湧水処理の有無、工損調査の有無等）
④④安全対策（交通誘導員の配置、発破作業等の制限等）
⑤建設副産物関係（処理方法、処理施設への運搬経路・方法等）
⑥その他（支給品・貸与品の有無、部分供用の時期、工事中止の有無等）

■その他
・条件明示方法は設計変更事例集（第Ⅰ部 条件明示）を参考。
・工事発注後、当初に想定しない事象が発生した場合は、直ちに受発注者による
工事円滑化会議等で対応方針を協議すること工事円滑化会議等で対応方針を協議すること。
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（１） 条件明示の徹底

■ 特記仕様書による条件明示の例（道路部門）
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（２） 工事円滑化会議
■目的

工事着手時に、受発注者が現場条件、施工計画、工事工程等について、
確認し、円滑な工事の実施を図る。

■参加者
○受注者：現場代理人、受注会社代表等○受注者：現場代理人、受注会社代表等
○発注者：総括監督員、主任監督員（主催）、監督員
○（必要に応じて）設計コンサルタント（この場合、従来の技術調整会議に相当）

■実施時期 ： 工事着手時。（必要に応じ複数回開催、必要に応じ現地での開催）

■対象 全工事 （関係工事
（注）

をまとめて 複数工事での開催も可能）■対象 ： 全工事。（関係工事 をまとめて、複数工事での開催も可能）

（注）関係工事とは、現場条件の情報共有が必要な工事を指しており、
関係 事 例とし 道路建設 事 ト ネ 事 橋梁 事 改良関係工事の例として、道路建設工事のトンネル工事、橋梁工事、改良
工事、舗装工事が同一区間に複数存在する場合等である。
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（２） 工事円滑化会議
■打合せ事項

①現場条件（関係機関との協議状況、用地処理状況、地下埋設物の有無、設計
の考え方等）

②施工計画

③工事工程

④工事書類（書類リストの確認 提出方法）④工事書類（書類リストの確認、提出方法）

⑤その他 再設計の有無、設計変更の可否、工事中止の有無等

■その他
・発注者が議事録を作成し、打ち合わせ内容をお互いに確認する。

試行 事 は を活 受発注者間 情報共有を るＡＳＰ試行工事では、ＡＳＰを活用し受発注者間の情報共有を図る。

・会議資料は既存資料を活用し、原則として新たな資料作成を行わない。

・原則として、総括監督員（所長、副所長）が出席。 8



（３） 設計変更確認会議
■目的

工事竣工前に、設計変更手続きや工事検査が円滑に行われるよう、設計変更
内容、技術提案の履行状況、工事書類の簡素化等について、受注者と発注者
が従前よりも高 ベ 確認するが従前よりも高いレベルで確認する。

■参加者
○受注者：現場代理人、受注会社代表等
○発注者：総括監督員、主任監督員、監督員、必要に応じ本部担当課出席

■実施時期 ： 工期末の１ヶ月半～２ヶ月前を基本とするが、
設計変更や施工方法の変更による数量等が確定する段階等、
受発注者の協議により必要に応じ複数回開催 現地での開催受発注者の協議により必要に応じ複数回開催、現地での開催

■対象 ： 全工事

9



（３） 設計変更確認会議

■打合せ事項
①設計変更内容（設計変更対象項目、対象数量等）①設計変更内容（設計変更対象項目、対象数量等）

②技術提案（総合評価落札方式）の履行確認

③工事書類（書類リストの確認、提出方法、検査方法等）

■その他■その他
・発注者が議事録を作成し、打ち合わせ内容をお互いに確認する。
ＡＳＰ試行工事では、ＡＳＰを活用し受発注者間の情報共有を図る。

・会議資料は既存資料を活用し、原則として新たな資料作成を行わない。

・原則として、総括監督員（所長、副所長）が出席。
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（４） 情報共有システム(ASP）の試行拡大
■目的

工事における受発注者間のコミュニケーションの円滑化を図り、施工プロセス
に関わる様々な情報を共有し、有効活用するツールとして、「情報共有システム
（ASP）」を活用（ASP）」を活用。

■経緯
・平成21年度 試行を開始（約 110工事）
平成22年度 試行を継続（約 220工事）・平成22年度 試行を継続（約 220工事）

・平成23年度 試行を拡大（約 1,000工事）

■方針
・平成24年度 引き続き試行の拡大

道路、河川部門は原則全ての工事
農業部門は、試行工事を指定して実施
※港湾・空港部門は既に独自システムを全国展開済み※港湾 空港部門は既に独自システムを全国展開済み

・ＡＳＰによる期待される効果
ワークフロー機能によるワンデーレスポンスの円滑化
電子成果品作成支援機能による工事書類の簡素化 電子検査の実施電子成果品作成支援機能による工事書類の簡素化、電子検査の実施

■その他
・通信環境が悪い場合や小規模工事等については、適用を受発注者で協議。

事 滑化会議等 議事録を より受発注者間 供覧 情報共有を図る・工事円滑化会議等の議事録を、ＡＳＰにより受発注者間で供覧し、情報共有を図る。
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（５） ワンデーレスポンス
■目的

工事現場では、発注者の意志決定を必要とする様々な事象が発生するが、
その対応に際して、意思決定に時間を要する場合があり、受注者側に待ち時間が
生じ 実働 期が短くなる と 事等 品質が確保されな 場合がある生じ、実働工期が短くなることで、工事等の品質が確保されない場合がある。
このため、意志決定を迅速に行うことで「現場を待たせない」「速やかに回答する」

という対応を組織的、システム的なものとし、工事現場における生産性の向上を図る。

■主な関係者
○受注者：現場代理人等
○発注者：総括監督員、主任監督員、監督員○発注者：総括監督員、主任監督員、監督員

■実施時期 ： 全工期中

■対象 ： 全工事（平成２１年度から）

■実施方法
①受注者からの質問への回答は 基本的には「その日のうちに」行う①受注者からの質問への回答は、基本的には「その日のうちに」行う。
②即日回答が困難な場合は、「回答期限」を連絡し、次の段取りができるようにする。

■今後の取り組み■今後の取り組み
・情報共有システム（ＡＳＰ）のワークフロー機能の活用により総括監督員までの情報
共有及び意思決定の迅速化を図る。 12



（６） 工事書類の簡素化等
■目的

建設生産システムの向上に向けて工事書類の作成に係わる下記の課題に対応
する。

工事書類が多く その作成に時間を要する・工事書類が多く、その作成に時間を要する
・設計変更に係る資料作成のルールが不明瞭
・電子納品する工事書類が工事ごとにまちまち
紙と電子の二重納品が発生・紙と電子の二重納品が発生

■対象 ： 全工事

■実施内容
・出前講座や講習会等において、受発注者に対して、ルールを周知徹底
①土木工事共通仕様書 工事技術検査マニュアル①土木工事共通仕様書、工事技術検査マニュアル
②電子納品に関する手引き（ＣＡＤ製図基準（ＳＦＸＰ２１形式）の徹底）
③設計変更ガイドライン等

・効率化に向けた取り組み
①情報共有システム（ＡＳＰ）の活用による書類の簡素化、電子検査の実施
②紙と電子の二重納品の撲滅②紙 電子の 重納品の撲滅
③実質的な書類の作成（華美な書類作成の禁止、大量のｲﾝﾃﾞｯｸｽ貼付の排除）
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（７） 設計変更事例集（条件明示事例集）

■目的
設計変更を円滑に行うため、関係団体（日本建設業連合会、日本道路建設

業協会、北海道建設業協会、北海道舗装事業協会、北海道土地改良建設協会、業協会、北海道建設業協会、北海道舗装事業協会、北海道土地改良建設協会、
北海道港湾空港建設協会）からの協力を得て、具体的な事例に基づき一問一
答方式で事例集を作成し、開発局ホームページにて公表。

■対象
河川、道路、港湾・空港、農業事業

■事例集の構成 （平成２３年 ８月版）
第Ⅰ部 入札段階における対応（条件明示） １０事例
第Ⅱ部 工事実施段階における対応（設計事例） ６３事例
第Ⅲ部 実効性を高めるために（契約条項等）

■経緯等
・平成２１年８月 全国に先駆けて公表

・平成２２年２月 発注段階での条件明示事例を追記・平成２２年２月 発注段階での条件明示事例を追記

・平成２２年９月、平成２３年８月 事例を追加・改訂
・平成２４年８月 事例を追加予定
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■目的

（８） 出前講座
■目的

建設生産システムの向上に向けた施工効率向上ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄを徹底させるため、開発
建設部単位や事務所単位で、受発注者を一同に会し、本局の担当者等から説明を行う。

■経緯等

・平成２１年１２月札幌・石狩川開建でスタート 計１０箇所開催 約１２００人参加

・平成２２年度 全道３９箇所開催 約２８００人参加平成２２年度 全道３９箇所開催、約２８００人参加

・平成２３年度 全道４１箇所開催、約２４００人参加

■実施内容■実施内容
・開発建設部本部・事務所にて、現場安全協議会等を活用して実施
・講座メニュー
①施工効率向上プロジェクト（工事円滑化会議 設計変更確認会議等の取り組み）①施工効率向上プロジェクト（工事円滑化会議、設計変更確認会議等の取り組み）
②設計変更ガイドライン等の各種ガイドライン・マニュアルの説明
③電子納品に関する手引きの説明
④施工パッケージ型積算方式（Ｈ２４新規）④施工パッケ ジ型積算方式（Ｈ２４新規）
⑤その他 要望に応じて

・本局担当者に加え、開建技術管理課も講師とした説明会を開催
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